
Hナチ年ヶ月/ク

京都府知事・山田　啓二　殿

設立しようとする連合会の住所及び名称/

京都市南区長九条明田町8番地　/

京都生・コンクリ」ト協同組合連合会　/

発起人代表　京都生コンクリート協

代表理事　井辻

中小企業等協同組合設立認可申請書

中小企業等協周組合法第、2 7条の2第㌢句の親定により中小企業等

協同組合の設立の認可を受けたいので,別紙の定款’その他の必要書類

を添えて申請します♂

/

　

/



設　立　趣　意　書

1設立の目的

京都府における生コンクリートの市場は、これまで、府内各地域に存在して

いる協同組合のもとで組合員が結束し、品質の確保と経営の維持に努めてきた

が、公共工事等の減少により、ピークであらた平成8年度の2 9 0万露の出荷

に対して、平成2 7年度の出荷実績は1 0 7万魔と4割弱にまで縮小している。/

(出典:全国生コンクリート工業組合連合会・統計情報)

府内各地域の組合は、地域における生コンの需要動向の把握や円滑な供給を●

図る上で現在も重要な役割を担っているものの、落ち込んでいる市況の中で、

少ない数量を奪い合う価格競争が激化し、倒産や閉鎖に追い込まれた工場も発

生してお’り、現在の組合の地区のような限定された小さなェリアでは安定した

受注機会を確保するこ.とが困難な状況になっている/′

一方で、輸送手段や生コンの品質、保存方法などが近年、向上してやり、供

給可能なエリアは拡大傾向にあるものの、各生コン工場では地域や時期によっ

て出荷注文の凹凸が激しく、安定した経営環境ではないため、ミキサー車など

固定経費の大きい車両を自社で確保する企業は減少傾向にある/

’この状況を打破するために、これまでの各地域の事情を踏まえた、従来の組

合の機能は生かしながらも、受注規模に応じた柔軟で効率的な供給体制を組合

間閣関田四壁墾堅国璽弱圏四国囲擾!堅塁国璽堅浬函翻圃田園閣閣画

筆ケ三とオしかを活かし∴情報の‾元化により、ジャス・ト・イン・タイ

圭で各工革の生産状況や各千両の稼働能力に応じた効率的な生コン製争供玲

瑳可能となり、安定的な受注の確保、生産性の向上、車中維持管理著や人件董

哩の削湖具も期待できるp ∴

このような状況を踏まえ、各地域の組合の腫史や犯与件は維持しつつ-音曲み

きかな連合体を構築することにより、スケールメリットを生かし、今後も客車

萎者の経営安寧高品官な生コンクl) -ト供給の維持を図年てトいてけ業界表

具や地域の発展に貢献することを目的として、このたび、 「協同組合連合会」

を設立するものであります。



(1)名　称　　京都生コンクリート協同組合連合会/

(2)地　区　　京都市向日市長陳政宇治市、城陽所木津

川市/京田辺も八幡市綴喜郡及び相野の区域

(3)事務所の所在地・京都市南区東九条明田町8番砂

電話番号(075) 691葛425シ/

(4)会員たる資格

①生コンクリ一・トの製造の事業を資格事業とする協同組合である

②こ嘉長軸こ事業場を有すること。/

(5)出資1口の金額及び出資払込みの方法

①　出資1口の金額　　10万円/

②出資払込みの方法　一時に全額を払い込まかれほならな医
③会員は、 10口以上を持たなければなら少。

(6)事業計画の概要
●　①　共同販売に関する軍勢/

本会が、所属員の製品を買取り、これを需要者に販売すう一
②　教育及び情報の箆供に関する事業/

所属員等に対し経営、管理及び生産技術の向上を図るため、研究
会、講習会等の実施及び情報を提供する/

③親認諾琵割こ対して見舞金を支給するゾ/ 。

( 7)賦課金の額及び賦課徴収方法/

①賦課金の額(会員1名　月額)　　　50, 000町/

ア　一般賦課金　　50, 000円

賦課率　平車凱…●会員1名月額　50・ 000シ
②駕篭讐諜若月分を本会事務所に納入する・ものとする。 /

/

/

¥
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(8)役員の定数及び任期
’ ①　役員の定数

②　役員の任期

理事　8人以上lO人以内/〆ノ

監事. 1人又は2/V音

理事・2年又は任期中の第2回目の通常総会
の終結時ませのいずれか短い期間。ただ

し、就任後第2回目の通常総会が2年を

過ぎて開催される場合にはその総会の終

結時まで任期を伸長す〆i
監事　2年又は任期中の第2回目の通常総会

の終結時までのいずれか短い期間。ただ

し、 ・就任後第2回目の通常総会が2年を

過ぎて開催される場合にはその総会の終

結時まで任期を伸長すう/ ’

( 9)、創立費及びその償却方法

創立費用は1 0 0万円以内とし、初年度で全額を償却プo

蛾シ準吊当日/

京都生コンクリート協同組合連合会

発起人代表　京都市南区東九条明田町8番地

京都生コンクリート協同細密

代表理事　井辻野- ニ/_
発起人

発起人

発起人

京都府宇治市大久保町平盛e 7三

洛南生コンクリート協同組合

代表理事　毛谷村′秀樹

京都府宇治市大久保町井ノ尻3 9番地

中川ビル2階/
京都南生コンクリート協同組合

′代表理事　種田夢

京都市下京区七条通東洞院東入る

材木町4 9て9-2/

第二キョートビル802号室/

京都中央生コ ンクリート協同糸

代表理事　二股好



初　年　度　事　業　計　画　書

平成29年7月1日から

平成30年3月31日まで

京都生コンクリート協同組合連合会/

(1)共同販売に関する事業

本会が、所属貝の製造する次の製品を買取り・これを需要者に販売することにより行う　音 

島　名 ���LﾉHI|ｨ�Sｲ�・単.価 仞�ｧ｣｢�販売手数料 儖X��ﾖﾂ��

生コンクリ‾シ �����-��⊆≡ヨ∴円∴ /、 �8�S#�づsS�ﾃ���ﾖ"��9・437・500㌢ �ﾈ訷ｶhﾖ)t"�

計’ ��x蔗��∃円 定�c2ﾃ#�づsS�ﾃ���冷�呼㌢円 ��

えふ/ネタ仲?′ぐう・0

(2)教育及び情報の提供に関する事業/

所属員に事業に関する経営及び技術の改善向上並びに組合事業に関する知識の普及を図るため、

(3)福利厚生に関する事業　/

所属貝及びその家族、従業員の融和を図るため、次の事業を行うこととする.。 /
●年間l回及び2回の所属貝の従業員同士?親睦会’/

・所願の慶弔に際し、銀波細るン



次　年　度　事　業　計　画　書

平成30年4月1日から/

平成31年3月31日ま・で/

京都生コンクリ‾ト協同組合連合今/

(1)共同販売に関する事業

本会が、所属貝の製造する次の製品を買取り、これを需要者に販売することにより行う。

品　名 儉ﾉHI|｢�’単　価 仞�ｧ｢�販売手数料 儖X��ﾖﾂ�

生コンクリート 册8��8育�(b�巨ヨ円 津�"ﾃ�3Rﾃ���ﾃ���冷�37,750タ000円 ��YLﾉHH詹�I{��8�糴h"�

計 �,h蕀?�ｺr�巨≡ユ円 ��"ﾃ�3Rﾃ���ﾃ���冷�37宣750,000円 唯�

i /王子即ちク釘の∂

( 2)教育及び情報の提供に関する事業　/

所属貝に事業に関する経営及び技術の改善向上並びに組合事業に関する知識の普及を図るため、

次の研究会、講習会等の実施及び情報を提供することにより行う。 /

事業項目 刮�@　数 �>�������vR�

先進地等視察/ 剩N1回　/ ��ﾉ&闔h,ﾉ�h5(98ﾔ��ｨ.(5(984�8ｨ�ｸ6y�ｹV��ｹ�(ﾋｸ�ｨ,ﾈ雕����

会　　　/ 僖���(����������外部諮師を招いて業務に役立つ諮習会を実施/ 

研究会　　/ 剩N　乞　回　/ ��X,ﾈｵｨ��効､ﾈ/�(i�8,h+X+ﾘ駟~�ﾊHｸb��

調査・情報捏捗/ 　　　′ 剩N　2　回　/ ��X,ﾈｵｨ��効､ﾈ,ﾈﾊHｸhﾈｸ惠,ﾉJﾙUﾈ/�鑛lｨ,Xﾗ8*B��

(3)福利厚生に関する事業　/

所属員及びその家族、従業員の融和を図るため、次の事業を行うこととする/
・年間1i回及び2回の所属貝の従業員同士の親睦会/

・所属員の慶弔に曝し、金員を支給する。

/



(第1草葉年度)収支予算書(見積損益計算書)

平成29年7月1日から

平成30年3月31日まで

京都生コンクリ‾ト協畢蝕合シ/ 

収　　入・の　　部 剪�

重.事業収入 ���一一一一一‾‾‾‾‾し/. 

共同販売事業収入/ �2���#�づsS�､��

共　同　販　売　手数料/ 湯ﾃC3r經���⊆≡≡≡三三三「/ 

事　業　収　入　計 ����������ﾂ�2�#�ゅ�ビ經��� 

Ⅱ拭課金収入 一般拭珠金収入 偵�ﾃ���ﾃ����月額50・000ヴ/4亭々ヶ月/ 

拭∴疎　金　等　収　入　計 鳴ﾃ������� 

Ⅲ事業外収入 事　業外・収入 定��S������備品販売、雑収入　/ 

事　業　外　収　入　計 ��S������ 

収　入総合計 俣2�##�ﾃ�3r經���/　　　　　　　　l / 

支　　出　　の　　部 

I事業　費. ���十 

共　同　販　売　事　業　費 �2ﾃ#�づsS�ﾃ����r�

広　告　宣　伝　費 �3��������b�新聞広告費、パンフレット制作費等/ 

教　育　情　報　夢　業　費 ��ﾃ��������先進地等視察費及び詣習会・研修会費/ 

福　利　厚　生　事　業　費 鉄������8ﾂ�レクレーション珪及び見舞金/. 

事i渠　　費　　計 �2ﾃ#��經S�ﾃ���� 

Ⅱ事業間接費及び一般管理費 役　員・報　酬 梯�e8蓼蓼����ｨ蓼蓼蔟ﾒ��蓼蓼蓼5#｢��������5"��ﾃ��づ����亡三三ヨlXlO人×9ヶ月/ 

職　員　給　与　手.当 剿S二三=プ「車名ざ9ヶ月/ 

賞　　　　　　　　　与 剋ｵ三三三二医2名×1甲/ ¥法定福利費“ 賃・借　料 凵戟f′課業豊富罵杉戸ク。.ククO 

②支払リース料(電話・FAXリース)12,000円×9ヶ月分/ク命ククク 

、旅　費　交　通　費 ����ﾃ����駐車場代、従業員通勤費、役貝旅費. 

通　　　　　信　　　　費 �#s�����,R�′　電話、FAX、ホームぺ」ジ維持費30,000円×9ヶ月分　. 

水’道　光　熱,∴焚 田2ﾃ���4"�7,000円×9ヶ月分 

会　　　　誌　　　　黄 ��S#��ﾃ����理事会、その他各部会、会場・飲み物代 

器　具　備　品　費 �#S�ﾃ�����器具備品費パソコン・事務用品・消耗品 

関　係　団　体　負　担　金 鼎津S���ﾈ�b�京都中央会に対する会費5,50〇円×9ヶ月分 税理士等の顧問料 

当・保　　　　険　　　料 �3S�ﾃ����

新　聞　　図　書　費 鉄������
’顧　問　料 交　際.費 涛��ﾃ����#��ﾃ����

粗説公蝶・支払手数料他 雑　　　　　　　　　　費 �#��ﾃ����

音　別・　　　立　　　　党 鳴ﾃ��������創立費(創立総会費等) 

事業間接費及び一般管理費計 ��ﾃ津CFﾂﾃ����⊥/ 

Ⅲ　予　備　費 �����CbﾃC���J・ 

支　出　総　合一計 �2�##�ﾃ�3rﾃS���.レ 

差　引　残　高 ����



初年度資金計画’/

平成29年7月1日から
平成3〇年3月31日まで

.資金運用 倬�ｾ�+)$(��ﾒ�
’(千円) 忠�x冷��

1固定資産投資　　　　　　55/ �����ｾ�����������������Bﾃ�����

2差引運転資金の増減　　　　3,94ゾ 

合　計　　　　　　　　4,000　/ 俘x�Xﾇb�、4,000/ 　　/ 

畢係団誓資金等　京都府中小企業団体中央会55千円/



(第2事業年度)収支予算書(見積損益計算書)

平成3〇年4月1日から/

平成31年3月31日まで

京都生コンクリート協同組合連合会 

収　　入　　の　　郁 剪�

I事業　収　入 ���　.ノー ′二二二二二二二二二二二一一一一・・・・一i/ 

共同　販売事業収入 ��"ﾃ�3R����ﾃ����

共　同　販　売　手　数　料 �3r縱S�����音し_____一一一一‾l 

・夢　　業　　収　　入　　計 ��"ﾃピ"縱S������ 

Ⅱ斌陳金収入 一般拭探金収入 鼎��ﾃ����月額10,000円　4社12ヶ月 

拭　採　金　等　収　入“計 鼎��ﾃ���� 

Ⅲ草葉外収入 、事業外収入 ��c���ﾃ����備品販売、雑収入 

’夢’柴　外“収　入　計 ����ﾃ���� 

・収〇人総　合計 ��"繝s2�33�ﾃ����←シ / 

支　　出　　の　　部 

I軍楽・費 ���新聞広告費、パンフレット制作費等 

共　同　販　売　事　業　費 ��"ﾃ�3Rﾃ���ﾃ���

広　告　宣　伝　費 鉄��ﾃ����

教　育　情　報　事　業　費 �"ﾃ���ﾃ���先進地等視察費及び諮習会・研修会費 

福　利　厚　生　草　葉　薮 ��X���津���ﾃ����レクレーション安及び見舞金 

事　　業　　努　.計、 ��"ﾃ�3づS�������t“ 

Ⅱ専業間接費及び一般管理費 役　貝.報　酬 ��h蓼蓼蓼蔕ﾂﾒ�王三三三三三コメ10人×12ヶ月　. 

職　員　給　与　手　当 仍�蓼蕀?�ﾂ�亡三三三三聾×2人〆12ヶ月 

賞　　　　　　　　　　与 ��ｸ蓼蓼蔘��ﾂ�壇×2回 

法　定　福　利　費 ��ｨ蓼蓼蓼5"�職員給与・賞与の14.3%相当額 

賃　　　　借　　　　料 鳴ﾃ3CBﾃ��昮�①支払家賃　○○O,000円×12ヶ月 

②缶詰・FAXリース12,000円×12ヶ月分 

旅　費　　交　通　費 鼎��ﾃ����駐車場代、従業貝通勤費、役員旅費 

通・　　　信　　　　費 �3c�ﾃ����屯話、FAX、ホームべ-ジ続発婁 

水　道　光　熱　費 塔H�S��*B�●7.000円×12ヶ月 

会　　　、語　　　　　数 �3c�ﾃ����理事会、その他各部会、会場・飲み物代 

器　具　備　品　費 鉄��ﾃ����器具備品費　パソコン・事務用品・消耗品 

関　係　団　体　負　担　金 田bﾃ��<��京都中央会に対する会費5,500円×12ヶ月分 

保　　　　険　　　　料、 鉄�������

i　新　聞　図　書　費 ����ﾃ����税理士等の顧問料 

顧　　　　　問　　　　料 �"ﾃC��ﾃ����

交　　　　際　　　　黄 ��ﾃ"���ﾃ����

章 ;　雑　　　　　　　費 ��ﾓ���������ｩ�I�Xﾏi�x�X迚ZX詹�I{��ﾂ�

功業間接費及び一般管理費計 �32�#S"���N｢�

了　Ⅲ予備費 鳴ﾃSsづ���8ﾂ�

盲　　　　　　　支出総合計 ��"ﾃピ8-3�ﾃ����X�V梯�

!　　　　　　　差引残高 ����



次　年　度　資　金　計　画

平成3〇年4月1日から
平成31年3月31日までシ

資金運用・ 倬�ｾ�+)$(�����������������

(千円) 忠�x冷��

1-固定資産投資 2差引運転資金の増減 ���ﾘ���

2創立費償却 

合　計 俘x��ﾇh����������������������ﾒ��

/　　　　　　　　　　　　　　　　/’ 



京都生コンクリート協同組合連合会定款

第1章　総　　則/

(目　的)/

第1各・本会は、会員及びその組合員(以下「所属員」という。 )の相互扶助の精
神に基づき、所属員のために必要な共同事業を行い、もって所属員の自主的な経

済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とすシ/

(名　称)/

第2争本会は、京都生コンクリ‾ト協同組合連合会と称するシ　　・

第管窯等豊富葦課目謬謹学者陽市塙

(事務所の所在地)/

肇少条本会は事務所を京都市に置くo/ノ

; (公告方法)/
l

鷲第6条　この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める

2　規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならな与

本会の公告は本会の掲示場に掲示してする。/

/ , .

γ

3 (繋翳霊露霊欝誌誌藷護諾整認諾

器窯業雪祭書誌露諾誌誓呈霊議論こ攣
り通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする/

第2章l事　　業/ .

・(事　業)/

第7条.本会は第1条の巨的を達成するため、次の事業を行う㌃

嵩諾誌詳言認諾謹話又は組合事業に関する知識

一　国に



の普友を図るための教育及び情報の提修了

2 (諾鴛諾‡豊諾薫盃を給付する場合。給付金額は1。万。を超
えてはならないものとすシ/

第3章　会　　員/

(会員の資格)/

第8条/本会の会員たる資格を有する者は:本会の地区内において生コンクリ●」ト
の製造の事業を資格事業とする協同組合とする/音

2　前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者が組合員になっている協同

組合は会員となること●ができな↓声

(1) -暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴

力団(以下「暴力団」・という。 ) 、暴力厘の構成員(以下「暴力団員」とい

う。 ) 、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という〆)

( 2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められるラ

(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者/一

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの一関与をして

(5,競議叢話孟されるべき関係を有していると認められ歩

(加　入了

第9条　会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、本会に加入することがで

2き急嘉加入の申込みがあったときば理事会においてそ。諾否を決する。
-/ン

(加入事の出資払込み)　　‾“

第10条・前条第2項の承諾を得た者ば遅滞なく、その引き受けようとする出資の
全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継するこ

とによる場合は、この限りでなしγ/

荒業曇丘あらかじめ本会に通知したうえで、事業年度。終わりにおいて脱

2退議謹話表名の末日の。。目前までに、そ。旨を記載した書面でしな
ければならない。

/　l

ー　2　-

「

l

」

.



藍条’名臣次嘉の一に該当する缶を総会の議決により除名するこ、と
ができる。 ・この場合において、本会は・その総会の会日の10目前までにさその会

員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとウ/
る。

(1)長期間にわたって本会の事業を利用しない会員/

(2)出資の払込み:経費の支払いそ?他本会に対する義翠を怠った会与/

(3)本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会見/

(4)本会の事業の利用について不正の行為をした会員/

(5)犯罪その他信用を失う行為をした会員/

(6)第8条第2項各号?一に畢げる者が組合員になった会見〆

(脱退者の持分の払戻し)/

I　第13条　会員が脱退したときは、会員の本会に対する出資額(本会の財産が出資の

総額より減少したときば当該出資額から当該減少額を各会員の出資額に応じて

減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。-ただし、除名によ‾る場合

はその半額とする/ノ∴∴‾

(使用料又は手数料) /

第14条　本会は、・その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができ

る。　/

2　前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として理事会で定め

る。 /　/

(経費の賦課) /

第15条　本会は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきもの

を除く)に充てるため会員’に経費を賦課することができるイ
2　前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において

定めるoン〆/

・ (出資口数の減少)/

第16条i会員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその

出資口数の減少を請求することができる/

(1)事業を休止したとき‾

(2)事業の一部を廃止したとを

(3)その他特にやむを得ない理由があるとき/
2　本会は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。/

3　出資口数の減少については、第13条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用す

るo/

ー　3　-



(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)/　　　　　　・

第17条本会は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載するも
のとする。/

(1)名称及びその代表者名並びに住所/

嵩謹製器並びにその払込み。年月。 /.
2　本会は会員名簿を主たる専務所に備え置ぐものとするで

3 ・会員及び本会の債権者は、本会に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、

会員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる6この場合においては、本会

は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない/
4　会員は、次の各号の-に該当するときは、 1週間以内に本会に届け出なければ

ならない/
(1) ‾名称、代表者又は事務所を変更したと㌢

(2)事業の全部文は-部を休止し、若しくは廃止したと/㌢

(3)定款文は規約を変更し:若しくは規約を廃止したを童/

荒業)念は、次の各号の一に該当する会員に対し、総会の議決により、過怠金
を課することができる。この場合において、本会はその総会の会日の10目前ま

でに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を′

与えるものとする了・嵩鴛纂認諾謹謀鵠た会計

(会計帳簿等の閲覧等)/

第19条　会員は、総会員の100分の3以上の同意を得て、本会に対して、その業務

取扱時間内はいつでも、会計帳簿又なこれに関する資料(電磁的記録に記録され

た事項を表示したものを含む。 )の閲覧又は謄写の請求をすることができる。こ

の場合においては、本会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができなツ

第4章　出資及び持分//

(出資1ロの金額及び最低出資口数)/

第20条　出資1ロの金額は、 10万由とする/ /

2 ・会員ば10口以上を持たなければなら・な〆

. (出資の払込み)/

第21条　出資は、一時に全額を払い込まなければならない。/

ー　4　-



(延滞金)/

第22条　本会は、所属員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本会に対する債務

を履行しないときは、履行の期限の到来した白め翌.日から履行の目まで年利高6

%の割合で延滞金を徴収することが●でき幸二

(持　分)/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲

第23条　会員の持分は、本会の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。

2　持分の算定にあたらては、 1め円未満の端数は切り捨てるものとする。

第5章　役員、厩聞及び職員/

(役員の定数都/

第24条　役員の定数は、次のとおりとするで

(1)理事　8人以上10人以内/

2’第8条第2項各号の-に該当する者は、役員となることができなり/ノ

(役員の任期レ/

条25条　役員の任期は、次のとおりとする/

( 1)理事/毛年男推期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い

期間oただし、就任後第2回目.の通常総会が2年を過ぎて開催される場合に
はその総会の終結時まで任期を伸長する/

( 2)監事/ 2年又巧任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い

期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合に

はその総会の終結時まで任期を伸長する。/

2　補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含むo )のため選出された役員の任期は、

現任者の残任期間とする。/一
3　理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された

役員の任期は、第1項に規定する任期とするで
4　任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた

理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出され

た役員が就任するまでなお役員としての職務を行お/

第26条理事のうちる会員の役員でない者は、 ′2人を超えることができなレア-

紫誌うち、会員の役員でない者町人を超えることができない/

-　5’-
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第28条理事のうち1人を会雫、 1人を副会長とし、理事会において選定づ考ノ

(代表理事の職務等)/

第29条　会長を代奉理事とする/’2　会長は、本会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、

本会を代表し:本会の業務を執行する。 /
3　任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選定された会長が就任するノ　　　　　　　′

まで、 ・なお会長としての権利義務を有す

4　本会ば会長その他の代理人が、その
ヽ

露行う際、第三者に加えた損害を賠

5償器籠詰た制限は善意の筆者に対抗できな産・
6　会長は、総会の議決によ?て察止されていないときに限り特定の行為の代理を

他人に委任することができる,/
7　本会は、代表理事以外の理事に副会長その他組合を代表する権限を有するもの

と認められる名称を付した場合には当該理事がした行為について、 、善意の第三

者に対してその責任を負う//

(監事の職務) /

第30条監事は、いつでも、会計の帳簿及び芋類の閲覧若しくは謄写をし、又は理
事及び参事、′会計主任その他の職員に対-して会計に関する報告を求めそこ.とがで

きる/
2　監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本会の業務及び財産の状●-　　　　_∴’∴∴/

況を調査するご拐ミでき争

(理事の忠実義務)/

第31条.理事は、法令この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本会
のため忠実にその職務を遂行しなければならなり{j .

(役員の選挙)/

第32条　役員は総会において選挙する/
2　役員の選挙は、連司式無記名投票によって行詰

3　有効投票の多数を得た者を当選人とするoただし、得票数が同じであるときは、

くじで当選人を定める。.また、当選人が辞退したときは、次点者をやって当選人

4と㌶㌫規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、

指名推選の方法によって行うことができる/
5　指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その

総会において選任された選考委員が行う/

6　選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするか

∴6-



どうかを総会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人とうず

(理事及び監事の報料/　　　　　　　　　　　　　/

第33条役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定めシ/・

(顧　問)

第34条　本会に、顧問を置くことができる了

2顧芋版学識撃のある者?うちから、理事会の学決を経て会平澤嘱すシフ

(参事及び会計主任) /

第35条本会に、参事及び会計主任を置くことができる了
2　参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会にギいて議決する/

3　会員は、総会員の●10分の1以上の同意を得て本会に対し、参事又は会計主任の

解任を請求すること“ができケ

(職　員) /

第36条本会に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができろ←/

第6章●総会、理事会及び委員会

言誤’驚また常総会及び臨時総会とする/
2　通常総会は毎事業年度終了後3月以内に、臨時総会は必要があるときはいっで

も、理事会の議決を経て、会長が招集する。/ /

…謀議穀は、会日の1。目前までに到達するように、会議の目的たる事
項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものと

・霊露諾霊等‡芸ては、決算関係書類、事業報辞及び監査報
2　前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、.会員名簿に記載したその会員

の住所(その会員が別に通知を受ける場所を本会に通知したときはその蕩所)に

宛てて行うo/
3　第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであっ

たときに到達したものとみなす/
4　本会は、希望する会員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決

算関係書類、事業報告葦及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができ
る。 /

5　前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合におい

-　7　-



て、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、 「総会招集通知の電子メ一
・ルによる発出は」と、同項中「住所」とある、のは「住所(電子メールアドレスを

含む。 ) 」と読み替えるものとすろ〆

6　電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。 )/

7 ・第1項の規定にかかわらず、本会は、会員全員の同意があるときは招集の手続
を経ることなく総会を開催することができケン

・ (臨時総会の招集請求)/

第39条　総会員の5分の1.以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする

会員は、会議の目的たる事項及び招集・の理由を記載した書面を理事会に提出する

2も叢音詩念規定による書面の提出に代えて、電即方法によりこれを提出
することができる。/ ,

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使レ′

第40条　会員は、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあっ・た事項につき、

書面又は代理人を●もちて、議決権又は選挙権を行使することができるpこの場合は、

、その会員の役員又は他の会員でなければ代理人となることができ歩やo

;祭器誌器器量諾塁薫黙諾代えて、議決権
を電磁的方法により行うことができ

4　代理人は、代理権を証する書面を霧こ提出しなければならない。この場合に

おいて、電磁的方法により議決権を行うときは、章面の提出に代えて、代理権を

電磁的方法により㍗することができケ/

(総会の議事V

第41条　総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」_という。 )に特別の定

めがある場合を除き、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決する

ものとし、可否同数?ときは、議長が決すタイ’’、 -

(総会の議長名

等42条　総会の議長は、総会ごとに、出席した会員のうちから選任夢。 /′

‡譜誌名おいては、申した会員(書面又は代理人により議決権又は選挙権
を行使する者を除く。 )の3分の2以上の同意を得たときに限り、第38′条第1項

の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすること

ができる。/ノ

(総会の議決事項) /

・′　-8-

「

‖

H



第44条　総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決す

詰み金残高の最高限度/
(2)その他醇会において必要と認める事項/

(総会の議事録)/

第45条.総会の議事録は書中又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2　前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとすマン

(1)招集年月日/

(2)開催日時及び場所/

(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方準/

(4)会員数及ザ出席者数並びにその出席方法

(5)出席理事の氏名/
基因

器蓋驚喜芳名/
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及

詰麗議案お后監事の選任、雛若し、岡郵こつ単述べた意見
又は総会において述べた監事の報酬等についての卑見の内容の概要/

(1宣)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の’内容の概要/

(理事会の招集権者)/

第46条　理事会は、会長が招集する/
2　会長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、_理事

会の招集を請求することができる。 /
3　前寒の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の

日を理事会の日とする垂事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求を

した理事は、理事会を招集することができ.る。/ :

(理事会の招集手続ア

第47条・会長は、理事会の日のi週間前までに、各理事に対してその通知を発しな

ければな、らない。　/
2　前項の.規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときば招集の

3手繋詩器等詰詰売名の埠こよる理事会招集通知を電磁
的方法にょり行うことができダ

/

(理事会の決議)

ー　9　-
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第48条理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その
過半数で決す珠

2　前項の決議について年勅」の利害関係を有する理事は、議決に加わることができ

塁書籍芸藷寵荒業禦諾謙語当該
提案につき理事(当該事項にづいて議決に加わることができるもめに限る。つの

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしちときは、 /当該提案を可決
・する旨の理事会の決議があったものとみなす/

′5　理事が理事の全員に対して醇会に報告すべき事項を通知したときは、当該事

項を理事会へ報告することを要しないン/

(理事会の議決事項)/

第49・条・理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事頁を議斬る・o

(l)総会に提出する議奉/′

( 2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める苧タイ/

(理事会の議長及び議事鋤/・第50条　理事会においては、会長がその議長となを/

2　理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監

事は、功に署名し、・又は記名押印すねのとし、電磁的記録をもって作成した
ノ場合に広出席した理事及び監事は、これに電子署名を雪するもの歩夕′

前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする

蒜覇盲アン’‥’‾「‾　　　　　　/

開催目時及び場所/
理事〇・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法/

出席理事の氏名/・ ’

出席監事の氏名/

出席会員の氏名/　一

議長の氏名

決議事項に蜜,」の利害関係を有すね事の氏名

議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及

び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の異名)

(10)理事会の招集を請求し出席した会員の意見の内容の概要/

需諾豊麗鵠繕誤記こ該当するときぼその旨)
①招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて

招集されたものである場合/ .

② ①の請求があった日から5目以内に、その請求があった日から2週間以

内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、そ

- 10　-
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上

の請求をした理事が招集したものである場合/

③　会員の請求を受けて招集されたものである場合/

④　③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以

内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、そ

の請求をした会員が招集したものである場合/

4　次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とす

るものとする〆

( 1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき理事〈当該事項について議決に加わるごとができる者に限

るo ) ,の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を

可決する旨の理事会の決議があったものとみなした葛合にな、次に掲げる事

①の事項の提案をした理事の氏名

理事会の決議があったものとみな

孟会の決議ふぁったものとみ賢れた事項の内シ

孟たり
議事録の作成に係る職務を行÷た理事の氏名/

(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を

理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項, /

①　理事会への報告を要しないものときれた事項の内容/

②　理事会への報告を要しないものとされた日/

③　議事録の作成に係る職務.を行った理事の氏名
.//

詰誓笑会は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くこ
ー‥こ了とができる

2委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定めタ

第7章　会　　計　/

秦請窯の事業年度は、毎年4月理始ま。、翌年里日に終わるもの
青　　　l　臆　、_..

とする。
/

荒業繁看、出資総額の 2分の1に相当する金額に達するまで拒、当期純利益

金額(前期繰越損失金があ.る場合には、これをてん補した後の金額。以下、●第55

条及び第56条において同じ。 )の10分の1以上を利益準備金とし.て積み立てる

2も誌託は、損失叩補に充て坪を除。ては、取。崩さないン

/

二　間　=

項
①
②
③
④



(資本剰余金) /

第54条本会は、出資金減少差益l (第13条ただし書の規定によって払戻しをしな
い金額を含む。 )をその他資本剰余金として積み立てるものとウ姦/

(特別積立金) /

六第55条本会は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の′10分の1以上を特

別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てるこ
ともできるものとするo /

2　前項の積立金ば損失のてん補に充てるものとするoただし、出資総額に相当、、

する金額を超える部分わいては、損失がない場合に限り、一総会の謹決により損

失のてん補以外の支出に充てることができる〇 ・/ ,

(教育情報費用繰越金)/

看56条本会は、第7条第1項第2号の事業(教育情報事業)の費用に充てるた
め、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする〇

一/.′・

(配当又は繰越しレ/

第57条本会は損失をてん補し、第53条の規定による利益準備金、’第55条の規

定にょる特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰

余があるときは、総会の議決によりこれを会員に配当●し、又は翌事業年度に繰り

越すものとする/　-

(配当の方法)/

第58条前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における会員の出資額、若
しくは会員がその事業年度において杢会の事業を利用した分量に応じてし、又は

事業年度末における会員の出資額及び会員がその事業年度において本会の事業を

利用し・た分量に応じてするものとするシ/

2　事業年度末における会員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないもの

3と謡㌶計算については、第23条第2項の規定を準用†シI

(損失金の処理) /

第59条損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に

従ってするものとするo/ ,

(職員退職給与の引写予

算60条本会は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基
づき退職給与を引き当てるものとする。 /

-・12-



附　則

1設立当時の役員の任期は、第〇狙条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会
の終結時までとする/ ′

2　最初の事業年度は、第5乙条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成30

年3月31日までとするo/

- 13　-
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